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税務情報 

国税庁からの公表情報 

1. 法人税基本通達等の趣旨説明の公表 

国税庁は 11 月 11 日、2022 年度税制改正等に対応して発遣された「法人税基
本通達等の一部改正について（法令解釈通達）」（2022 年 6 月 24 日付）（*）に係
る以下の趣旨説明を公表しました。 

（*） e-Tax News No.262「国税庁からの公表情報」（2022 年 6 月 30 日発行）に
てお知らせしています。 

 令和 4 年 6 月 24 日付課法 2－14 ほか 1 課共同 「法人税基本通達等の一部

改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明 

たとえば、以下のような趣旨説明がなされています。 

第 1 法人税基本通達関係 

【グループ通算制度における投資簿価修正制度】 

《2－3－21 の 4 時価純資産価額の計算が困難な場合の取扱い》 

 資産調整勘定対応金額等の加算措置（以下、「本加算措置」）の適用に当たり
保存すべきこととされている書類（通算終了事由が生じた通算法人（以下、
「他の通算法人」）の株式を有する通算法人のうち、いずれかの法人が調整
勘定対応金額の計算の基礎となる事項等を記載した書類）は、当該他の通算
法人の対象株式の各取得の時において作成された書類である必要はない。 

 たとえば、本通達の注書 1 に定められているように、対象株式の取得時に調
整勘定対応金額を計算した場合には負債調整勘定対応金額が計算されるこ
とが見込まれるため、これを零としているような場合には、課税上の弊害が
認められるため本通達の取扱いの適用はない。 

《2－3－21 の 5 資産調整勘定対応金額等がある場合の加算措置の対象となる
対象株式の取得》 

 本加算措置は、通算完全支配関係発生日において他の通算法人の株式を有す
る法人が同日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式について資産
調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額を計算することとされている
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ことから、当該他の通算法人の対象株式を取得した法人が、本加算措置の適
用時において当該他の通算法人の株式を有していない場合やその時におい
て通算法人でない場合であっても、通算完全支配関係発生日において当該他
の通算法人の株式を有していた法人が同日以前に取得をした当該他の通算
法人の対象株式については、調整勘定対応金額の合計額の計算対象となる。 

 通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の対象株式を取得した法
人はその取得時に通算法人である必要はないため、当該他の通算法人の株式
を有する内国法人又は通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人
の株式を有する法人が通算制度を開始し又は通算制度に加入する前に取得
した対象株式であっても本加算措置の対象となる。 

《2－3－21 の 7 資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる資産及び負債》 

 本通達では企業会計における連結子会社化に際しての子会社の個別財務諸
表上の資産・負債の時価評価の取扱いも踏まえ、（1）他の通算法人の対象株
式の取得時直前の月次決算期間又は会計期間の終了の日に当該他の通算法
人が有する資産・負債の同日における価額（時価）を基礎として調整勘定対
応金額を計算することを認めると例示しているが、たとえば、（2）その対象
株式の取得日を含む月次決算期間又は会計期間の終了の日の方がその有す
る資産・負債を正確に把握できる場合には、同日に有する資産・負債の同日
における価額（時価）を基礎として調整勘定対応金額を計算しても差し支え
ない。 

 他方で、これらの日に有する資産・負債の内訳と当該他の通算法人の対象株
式の取得時に有する資産・負債の内訳に著しい差異があるなど課税上の弊害
が認められる場合には、本通達の取扱いの適用はない。たとえば、棚卸資産
や売掛金などの流動資産については、行う事業の内容に違いがない限り、一
般的には、著しい差異があるとはいえないと考えられるが、建物、土地又は
有価証券等について取得、譲渡、除却等の事実がある場合には、一般的に一
定の調整が必要になると考えられる。 

 「その有する資産・負債の価額（時価）」は、法人税基本通達 4－1－3 及び
9－1－3 における「当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲
渡される場合に通常付される価額」によることとなるが、この点、たとえば、
企業会計における連結子会社化に際して行う時価評価に係る時価評価額は、
一般的には、調整勘定対応金額の計算の基礎となる当該他の通算法人が有す
る資産・負債の価額（時価）とおおむね一致するものと考えられる。 

《2－3－21 の 8 資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる対象株式の取得
価額》 

 他の通算法人の対象株式の取得時期が古いなどの理由により、取得価額に含
めた付随費用の把握が困難な場合には、付随費用を加算しない購入代価をそ
の対象株式の取得価額として調整勘定対応金額を計算しても差し支えなく、
また、書類の保存については売買契約書の保存で足りる。 
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【子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止する
ための措置】 

《2－3－22 の 6 対象期間内に利益剰余金の額が増加した場合のその増加額を
証する書類》 

 内国法人の子会社である他の法人が対象配当等の額の支払を行うに当たり、
その子法人から支払を受けた配当等の額と同額を即時に支払うこととして
いることや所在地国における制度上の必要がないといった理由等により、当
該他の法人が対象期間に係る決算書等の書類を作成していない場合には、本
措置の特定支配日利益剰余金額要件の判定を行うに当たり、内国法人が他の
法人から対象期間の利益剰余金の額の算定に必要となる書類の写しを取り
寄せ、取り寄せた書類の写しから対象期間の利益剰余金の額を合理的に計算
したときは、その取り寄せた書類の写し及びその計算した書類を当該他の法
人により作成されたその直近の決算書等の写しとともに保存しておくこと
で、本要件に係る書類の保存要件は満たしていることとなる。 

*** 

「第 1 法人税基本通達関係」では、上記のほか、少額の減価償却資産の取得価
額の損金算入制度等及びグループ通算制度における外国税額控除制度に係る新
設通達の趣旨説明等が、また、「第 2 租税特別措置法関係通達（法人税編）関
係」では、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除関係の趣旨説
明等がなされています。 

2. 申告書別表等の記載例（グループ通算制度適用法人用）の公表 

国税庁は 11 月 11 日、グループ通算制度に関する以下の資料を公表しました。 

 申告書別表の記載例（グループ通算制度適用法人用）（PDF 3,654KB） 

この記載例は、通算法人が作成する法人税申告書別表に記載すべき各金額につ
いて、そのつながりや対応関係を明らかにし、グループ通算制度への理解や適
正申告の一助となるよう作成されたものです。 

具体的には、以下の別表について、その作成の目的や使用イメージが解説され
ているほか、設例に基づく別表等の記載例が示されています。 

 中小通算法人等の軽減対象所得金額の計算（別表一付表） 

 外国税額控除（別表六（二）、六（二）付表五） 

 一般試験研究費に係る法人税額の特別控除（別表六（九）、六（九）付表） 

 損益通算（別表七の三） 

 欠損金の通算（別表七（一）、七（二）、七（二）付表一） 

 受取配当等の益金不算入（配当等の額から控除する利子の額の計算）（別表
八（一）付表二） 

 交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額の計算）（別表十五付表） 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/group_tsusan/pdf/0022010-057_01.pdf
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 「欠損金の繰戻しによる還付請求書」及び「災害損失の繰戻しによる還付請
求書」の記載例（グループ通算制度適用法人用）（PDF 6,667KB） 

以下の 3 つの事例ごとに、Q&A 形式でそれぞれの前提及び繰戻し還付請求の可
否等が解説されているほか、還付請求書等の記載例が示されています。 

 青色欠損金について繰戻し還付請求を行う場合 

 青色欠損金と災害損失欠損金について繰戻し還付請求を行う場合 

 グループ通算制度への移行 1 期目を欠損事業年度とし、連結納税制度適用の
最終事業年度を還付所得事業年度とする繰戻し還付請求をする場合 

KPMG 税理士法人 
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